
１ 諮問事項

大規模地震発生時における特別区消防団の消火活動能力を向上させる方策はいかにあるべきか

特別区消防団は、それぞれの地域との密着性を活かしながら、災害発生時においては消火を中心とした活動を積
極的に行うとともに、平時においても、火災予防の啓発や住民への各種訓練指導等の役割りを担うなど、地域住民
から頼られる存在である。
今後、発生が危惧されている「首都直下地震」や「南海トラフ地震」等の大規模地震発生時においては、その特

性を活かした迅速な出場による消火活動、また、消防隊との連携による延焼阻止活動など、その役割は普段の活動
以上に多岐にわたることが考えられ当庁との連携を考慮した組織的な対応が必要となる。
このことから、消防団の実戦的な対応力の更なる向上が、大規模地震発生時における「より効果的な活動」につ

ながると考えられることから、特別区消防団の消火活動能力の向上方策について諮問するものである。

令和３年１０月から令和５年３月末日まで（１年６か月） <審議回数：令和３年度１回、令和４年度２回 計３回 >
（ 予 定 ）

２ 審議期間

３ 諮問の趣旨

特別区消防団運営委員会への諮問について
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課 題 並 び に 検 討 事 項

課題① 継続的な図上訓練や活動マニュアルの整備は行っているが、大規模地震に特化した実戦的な訓練又は放水訓練は十分
であるとは言い難い。

検討事項：時間的、環境的な制約の中でのマニュアルに沿った効率的かつ効果的な実動訓練、部隊運用・指揮判断能力の
向上訓練及び署隊との連携活動訓練等の効率的実施に向けた検討

課題② 新型コロナウイルス感染症の影響により、実動的訓練の減少から、消火（放水）活動能力、技術の低下が危惧される。

検討事項：デジタル環境を有効活用した知識や現場判断力など総合的な活動能力の維持や向上方策等についての検討

課題③ 消防団員数の不足に伴い、活動力の低下が危惧される。また、若い世代の消防団員を導入し、組織の活性化を図る必
要がある。

検討事項：消防団活動の更なる理解や周知度の向上に伴う入団促進等の検討

課題④ 消防団員の平均年齢の上昇に伴い、各種活動面における負担軽減に配意した資機材の整備が望ましい。

検討事項：配置資機材の軽量化など、効果的かつ負担を軽減した装備資機材の整備について検討

今回の特別区消防団運営委員会においては、大規模地震発生時に、特別区消防団の役割が普段の活動以上に多岐に
わたることが考えられるが、その活動の中で、消火活動に重点を置き、消火活動能力の向上方策について諮問するも
のです。
その中で、４つの課題が挙げられ、その課題についての検討事項については、下記の通りです。

各課題における現状と検討の方向性については、次の通りです。
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課題に対する現状と検討の方向性

課題① 継続的な図上訓練や活動マニュアルの整備は行っているが、大規模地震に特化した実戦的
な訓練又は放水訓練は十分であるとは言い難い。

検討の方向性

１ 実戦的な現場力の向上（震災時の火災対応では、消防団単独での従事が想定される。）
・ 時間的制約がある中で、特別区消防団震災時活動マニュアル（消火活動部分抜粋：別添え参照）に沿った、消防署と連携した効
率的で実戦的な訓練を継続していく必要性がある。

２ 訓練実施環境の改善や実施場所の確保
・ 関係機関からの訓練敷地、施設の借用等の実施場所の確保が必要である。（遠距離のホース延長、放水ができる場所。荒川等の
河川や防火水槽等の水利の確保が必要となる。）

３ 消防団員、消防職員への教育
・ 消防団員に消火（放水）活動要領や知識を習得させるための、体験型訓練の充実を図った研修の継続実施と充実強化を図る必要
がある。
※ 現在、消防学校において、特別区消防団警防科研修等を実施している。

・ 消防団員を指導する立場にある消防職員に対する研修の継続実施と充実強化を推進する必要がある。
※ 現在、消防学校において、消防団教育訓練指導者本部教養等を実施している。

現 状

・ 年度１回、東京消防庁総合震災消防訓練時に、消防団も参加し、震災時の対応訓練（放水訓練）等を実施している。（消防署と
連携をした長距離送水・放水訓練を実施している。）（別紙１：消防隊と連携した遠距離送水・放水訓練の実施状況を参照）

・ 消火（放水）訓練については、消防団操法大会において実施している。（年度１回６月頃に大会を実施。４月から６月
に強化訓練を実施。） 志村消防団：各分団 週１～３日実施 板橋消防団：各分団 週１～３日実施

・ その他の放水訓練等の実施。 志村消防団：２年に１回実施（隔年で１回実施） 板橋消防団：年１回以上実施
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消防隊と連携した遠距離送水・放水訓練の実施状況別紙１
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ー ５ －

別添え
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課題に対する現状と検討の方向性

課題② 新型コロナウイルス感染症の影響により、実動的訓練の減少から消火（放水）活動能力、
技術の低下が危惧される。

検討の方向性

１ 感染防止対策に配意した実動的体験型訓練の実施（実施人数を制限し、数回に分けた訓練等の実施。）
２ デジタル環境の有効活用による活動力維持や知識の向上
・ 映像を活用した消火（放水）活動の知識や現場判断力の向上を図る。（タブレットを有効活用し、大規模地震災害の映像により教養、検討
会等を実施する。）

・ 教養システム（e-ラーニングシステム）を積極的に活用し、技術・知識の向上を図る。（消防団e-ラーニングシステムは全消防団員が閲覧
可能であり、いつでも自主教養ができる。また、研修時においても利用される。）（別紙３：消防団e-ラーニングシステム内閲覧項目参照）

３ デジタル環境の充実・拡張
・ タブレットの追加配置。火災シュミレーション・延焼シュミレーション等の映像や実火災での消火活動の映像を活用した教養の実施。
（別紙４：火災シュミレーション・延焼シュミレーション、実災害映像を活用）

・ ＡＲ（拡張現実）やＶＲ（仮想現実）の導入並びにデジタル技術が備わった訓練施設の開設。（防災館のような大規模地震発生の映像に対
し放水体験ができるような施設の開設）

現 状

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、２年連続で板橋区内消防団操法大会の中止により、消火（放水）活動の訓練がすべて中止と
なった。

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、２年連続で板橋区消防団合同点検も中止。防災訓練、演習等ほとんどが中止となり、消火（放
水）活動訓練の回数が激減したため、消火活動能力、技術の低下が懸念される。

・ 新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、新入団員に対する体験型の消火（放水）訓練が実施されていない。（新入団員教養においては
放水訓練、応急救護等を実施している。）（別紙２：新入団員教養実施状況を参照。）

※ 今後も新型コロナウイルス感染拡大の終息が予測されないことから、消防団の訓練・行事等が中止となることが懸念される。
・ 消防団各分団にタブレット１台配置となり、Ｗeb会議やオンラインでの研修が開始された。
・ 各自消防団員に、ＩＴ環境における教養システム（e-ラーニングシステム）を活用した教養を促進している。
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新入団員教養実施状況別紙２
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別紙３
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東京消防団ｅ－ラーニングシステム内閲覧項目

①基礎学習用教材（特別区） ②科目別教材 ③消防操法のポイント

④東京都消防操法大会 ⑤全国消防操法大会
⑥総務省から消防学校に配置
された無償貸付資器材

－ 13 －

①消防団ハンドブック②訓練礼式③高所放水要領
④可搬ポンプ車運用要領⑤車両点検要領
⑥資器材活用要領⑦震災時における団本部運営要領
⑧消防団員のための教育用教材

機関科・指揮幹部科・初級幹部科・警防課
女性団員研修の自己学習
（※研修の事前学習用教材ではありません）

①可搬ポンプ操法のポイント
②可搬ポンプ操法指導要領

東京都消防操法大会の実施要領・統一事項
大会映像

全国消防操法大会・全国女性消防操法大会
の実施要領・統一事項 大会映像

全国で消防団に配置されている消防団バイ
ク隊・ドローンの講習内容



東京消防団ｅ－ラーニングシステム内閲覧項目

⑦消防団活動紹介 ⑧知っておこうフォルダー ⑨新入団員教育資料（特別区）

特別区消防団員専用ページ

－ 14 －

①消防団の活動紹介・活動事例集
②入団促進トピックス・入団促進情報

①資機材（バッテリー・三連梯子）取扱い
要領
②総合的な防火防災診断
③各種事故防止の徹底
④消防団員が必要とする教養資料

新入団員に対する服装・礼式等

⑦消防団活動紹介や入団促進等募集に関係
するサイトにリンクする



シュミレーション・実災害映像の活用

火災シュミレーション 延焼シュミレーション
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別紙４

大規模災害発生時のヘリ映像関係火災での危険な現象等の映像

映像を活用した消火方法の教養やシュミレーション（動画）



課題に対する現状と検討の方向性

課題③ 消防団員数の不足に伴い、活動力の低下が危惧される。また、若い世代の消防団員を導入
し、組織の活性化を図る必要がある。

検討の方向性
１ 募集広報の充実・強化
・ あらゆる機会をとらえた消防団員の募集広報を継続実施する。
・ 学校、公共施設等に募集チラシを配置する等の募集広報活動を継続する。

２ 大規模災害時の活動力向上のための人員確保（別紙６：大規模災害時の概要）
・ 各地域、各消防団の実情に応じた、大規模災害団員制度の導入と入団促進を実施する。
・ 大規模災害団員制度の広報及び募集活動を実施する。

３ 若い世代・女性・学生の団員確保と組織の活性化のための方策
・ ＳＮＳ（ＹｏｕＴｕｂｅ）等により消防団の活動紹介等の内容を充実強化し、継続的に情報発信をする。

（現在、配信されているＹｏｕＴｕｂｅ動画については、別紙７のとおり。）（現在ＳＮＳのＹａｈｏｏ！検索時のバナー広告については、
別紙８のとおり。）

・ 専門学校、大学、各種企業等と連携した体験入団の導入や、現役の若い消防団員による体験談の講演等を実施する。

現 状
・ 志村消防団、板橋消防団共に消防団員充足率が９０％に至っていない。（令和３年１２月１日現在）

（志村消防団：８８.６％ １０代：０％、２０代：９％、３０代：９％、４０代：２７％、５０代：３０％、６０代：２５％）
（女性団員 ４１名・学生団員 ６名）（令和２・３年度 入団２４名 女性６名・学生６名）

（板橋消防団：７３.７％ １０代：７％、２０代：１９％、３０代：７％、４０代：２０％、５０代：２４％、６０代：２２％、７０代：１％）
（女性団員 ５３名・学生団員 ５７名）（令和２・３年度 入団５６名 女性８名・学生３７名）

※ 板橋消防団については、定年延長を取り入れている。また、板橋消防団管内に帝京大学、東京家政大学があり、学生団員が多い傾向にある。
・ 東京消防庁において、充足率を補うため、大規模災害団員（消防団員のうち、震災、水災等の大規模災害時において出場服務することを主た
る任務とするもの）を導入している。

・ 地域での各種行事において、消防団募集の広報活動を実施している。（町会等の防災訓練、地域の祭典、成人式等において消防団員によるチ
ラシを活用した消防団募集活動を実施している。）（別紙５：消防団募集用チラシ（学生・女性・事業所）参照）
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募集チラシ（学生用）別紙５
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募集チラシ（学生用）
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募集チラシ（女性用）
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募集チラシ（女性用）
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募集チラシ（事業所用）
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募集チラシ（事業所用）
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別紙６
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ＹｏｕＴｕｂｅで公開されている消防団員募集広報

①消防団員募集 ②消防団員募集
③家族をまもる 街をまも
る あなたはヒーロー！

④消防団員インタビュー（団員：学生） ⑤消防団員インタビュー（団員：大学生・女性）

別紙７

－ 26 －

全公開：消防団課作成（特別区消防団募集）
ダンスを取り入れた募集内容

全公開：消防団課作成（特別区消防団募集）
ダンスを取り入れた募集内容

全公開：消防団課作成（特別区消防団募集）
消防団とは？活動内容を一人の芸能人を主役
としてストーリー的に

限定公開：消防団課作成（特別区消
防団募集）入団のきっかけ、活動内
容、エピソード等消防団員へのイン
タビューの内容



Ｙａｈｏｏ！検索時の消防団募集のバナー広告別紙８

－ 27 －

期間限定（令和３年６月～令和４年２月）でランダムに３種類の消
防団募集のバナー広告が掲示される。（他のバナー広告も表示され
るため、毎回表示されるものではない。また、契約の関係で期間に
あっても不定期となっています。）



課題に対する現状と検討の方向性

課題④ 消防団員の平均年齢の上昇に伴い、各種活動面における負担軽減に配意した資機材の整備
が望ましい。

検討の方向性

１ 新たな資機材整備による負担軽減
・ 長距離・長時間放水の負担軽減に対応できる消火資機材の整備。
・ 現行の手引き可搬ポンプ積載台車に代わる、少人数また女性でも手軽に扱えるものに整備。
・ 可搬ポンプ積載車の増強並びに格納庫の拡張。

２ 既存資機材の軽量化やコンパクト化による負担低減（現在の消防団配置の主な消火用資機材・その他の資機材
については、別紙９のとおり）
・ ホース、管そうの軽量化。
・ 取り扱い方法が簡易的・容易的な資機材の配置や整備。

現 状

・ 若年消防団員の入団が少ないため、消防団全体の平均年齢が徐々に高齢化になっている。

※ 特別区消防団平均年齢 令和 ３年度：５０.４歳（令和３年１２月１日現在）
平成２８年度：４９.５歳（ ５年前）
平成２３年度：４８.８歳（１０年前）
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可搬ポンプ積載台車

主な消火用資機材

可搬ポンプ積載車 ６５ｍｍホース

軽量ノズル スムースノズル

放口用二又媒介金具ガンタイプノズル

６５ｍｍ用正管そう

フローティングストレーナー

別紙９
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チェーンソー

その他資機材

携帯型油圧救助器具

投光器

可搬ポンプ内洗浄器具

非常用発電機 モバイル機器
（タブレット・モバイルルーター）
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今後の予定（案）

第１回委員会
（令和３年１月２６日）

都知事報告

（令和５年４月中）
東京消防庁防災部へ答申提出

各委員へ答申の送付
（令和５年３月末）

◆ 第２回委員会について
第１回委員会（書面会議）での各委員のご意見、及び消防団員の意見等を事務局が取りまとめて、答申（案）を

作成します。
第２回委員会で、答申（案）に対し、ご審議（議論）をよろしくお願いします。

第２回委員会
（令和４年６月上旬

～７月上旬）

諮問についての
課題、現状、検討
の方向性を説明

答申（案）に対する
議論

答申の取りまとめ

第３回委員会
（令和５年１月中旬

～１月下旬）


